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公益社団法人  日本フェンシング協会  登録規程  

 

施行  平成２１年２月１４日  

改定  平成２４年３月１日  

改定  平成２７年４月１日  

 

第１条（目的）  

この規程は、公益社団法人日本フェンシング協会（以下「本会」という。）定款第 5

条に規定する会員、本会における審判員、指導者、選手等の登録に関し、定めるもの

とする。  

 

第２条（登録の義務）  

本会および都道府県におけるフェンシング競技を統括する団体（以下「支部」とい

う。）等の事業（競技会、講習会、その他すべての事業）に参加する者は、定款および

本規程等に則り、すべて登録をしなければならない。  

 

第３条（種別）  

この規程による本会の会員、選手等個人、公認審判員、公認指導員（以下「会員等」

という。）等の登録種別は次のとおりとする。  

１．会員登録  

(1) 正会員（支部の代表者および理事会の承認を受けた団体の代表者・理事会の

承認を受けた個人ならびに学識経験者で理事会において選任され、社員総会で

承認を受けた者）  

(2) 賛助会員（本会の事業を援助する個人又は団体）  

(3) 名誉会員（本会に対し、特に功労のあった個人で、社員総会の議決を経て推

薦された者）  

２．個人登録  

選手等各支部に所属する個人。なお、役員は、役員規程で特に定められている

場合を除き個人登録とする。  

３．公認審判員登録  

本会が認定する公認審判員は、個人単位で本会に登録申請を行うものとする。

なお、公認審判員の登録に関し、必要な規程は別に定める。  

４．公認指導員登録  

本会が認定する公認指導員は、個人単位で本会に登録申請を行うものとする。

なお、公認指導員の登録に関し、必要な規程は別に定める。  

５．その他必要な登録は理事会の協議を経て、総会で定める。  

 

第４条（登録申請方法）  
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１．正会員登録、賛助会員登録および名誉会員登録は、本会に直接、登録申請を行

う。  

２．個人登録は、本会が運営する Web 登録の方法により登録申請を行う。  

３．公認審判員登録および公認指導員登録は、支部または理事会の承認を受けた団

体を通し、個人単位で本会に登録申請を行う。  

 

第５条（登録費）  

１．本会に納入する登録費は、理事会の協議を経て、総会で定める。  

２．登録は本会に登録費の納入が確認された時点で有効となる。  

 

※  登録費の明細及び種別の内容は別表のとおり。  

 

第６条（登録有効期間）  

１．当該事業年度の４月１日より翌年３月３１日までとする。但し、公認審判員、

公認指導員についてはそれぞれの規程の定めるところによる。  

２．事業年度の途中で登録を行った者の登録有効期間は、登録日から当該事業年度

末の３月３１日までの期間とする。  

 

第７条（登録申請期間）  

１．本会への登録申請期間は、原則として当該事業年度の４月１日より３ヶ月間と

する。  

２．前項の期間を徒過して登録申請する場合には、登録費に加え、別途定める遅延

料を支払わなければならないものとする。  

３．第 2 項にかかわらず、事業年度の途中で入会した等正当な理由がある場合には、

年度の途中で登録申請を行っても遅延料は発生しない。  

 

第８条（罰則）  

登録を怠った者に対し、次の罰則を適用する。  

(1) 会員登録および個人登録を怠った者は、本会および支部の当該年度の運営な

らびに競技会等、各種行事の運営に役員、選手、審判員等として参加すること

はできない。  

(2) 公認審判員登録を怠った者は、本会および支部の競技会、講習会等、各種行

事に審判員等として参加することはできない。その他、資格保留、格下げ、取

消等の罰則は公認審判員規程による。  

(3) 公認指導員登録を怠った者は、本会および支部の競技会、講習会等、各種行

事に指導員等として参加することはできない。その他、資格保留、格下げ、取

消等の罰則は公認審判員規程による。  

(4) 未登録であるにもかかわらず、本条各号の競技会、各種行事に参加した者は、
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理事会の議決により１年間の資格停止とすることができる。  

 

第９条（外国人の登録）  

１．日本国籍を有しない者の本会への登録は、日本人に準じて行うものとする。但

し、登録に際し、国籍を証明するもの（写し）を提出するものとする。  

２．日本国籍のない選手の競技会への参加資格および入賞条件については、各競技

会の主催団体が別途定めて要項に記載する。  

 

第１０条（競技会参加選手の所属）  

競技会要項に別途定める場合を除き、次のとおりとする。  

(1) 競技会参加選手の個人登録は、登録時に所属団体を明記しなければならない。 

(2) 個人登録者は、登録時に記載した単一の所属団体にのみ所属する。  

(3) 住所変更、進学、卒業、就職、転職等により所属団体の変更が必要となる場

合は、個人登録を行った支部に変更の届出を行う。都道府県をまたいで変更が

あるときは、既に登録のある支部に転出の届出を行い、転入する支部に転入の

届出をしなければならない。  

 

第１１条（登録事項の変更連絡）  

登録事項に変更が生じた場合には、すみやかに本会および支部に文書をもって連絡

することとする。  

 

第１２条（登録審査委員会）  

本会は本規程施行上の諸問題等を処理するため、登録審査委員会を設ける。委員の

定数は理事１名以上を含む若干名とし、必要に応じて委員の互選により選任された委

員長が招集する。  

 

第１３条（登録の拒否または取消）  

登録に虚偽や重大な誤り、または本会の定款等に記されている目的に反すると登録

審査委員会が認めたときは、登録を拒否または取り消すものとする。  

 

第１４条（改廃および施行）  

本規程の改廃は理事会の議決によるものとする。  

 

【附則】（経過措置）  

第７条の改正は、２０１６年度より施行する。  
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別表  

種別  登録費  備考  

１．会員  

(1)  正会員  

(2)  賛助会員  

(3)  名誉会員  

 

10,000 円  

0 円  

0 円  

 

 

 

 

２．個人  

(1)  個人登録（一般）  

(2)  個人登録（大学生等※）  

(3)  個人登録（高校生等※）  

(4)  個人登録（中学生）  

(5)  個人登録（小学生）  

 

12,500 円  

8,000 円  

5,000 円  

3,500 円  

3,000 円  

 

 

※各種学校等在学生を

含む。  

３．公認審判員  公 認 審 判 員 規 程

による。  

 

４．公認指導員  公 認 指 導 員 規 程

による。  

 

 


